
 請求から監査結果までの流れ  

     請求書の受付  

     要旨の通知（議会及び長） 

     請求の要件審査  

     要件を満たしている                 要件を欠いている  

         監査の実施                 監査を実施しない（却下） 

                                  請求人への通知  

               暫定的停止勧告の判断  

               請求人の証拠の提出及び陳述  

 ６０日以内  

               執行機関等の陳述  

               関係書類等の調査  

               事情聴取等  

         監査結果の決定  

    請求に理由がある                  請求に理由がない 
        と認めるとき                     と認めるとき（棄却） 

   市長等への勧告   請求人への通知   公 表     請求人への通知    公 表  

   市長等による措置  

   措置状況の報告  

 請求人への通知   公 表  

（注）外部監査人による監査を求める場合は、請求の要件審査後に監査委員が外部監査が相当か

否かの判断を行い、相当と認めた場合は、個別外部監査契約の締結等の手続きを経て、外部

監査人が監査を実施する。 

   外部監査人による監査は、請求書の受付から監査結果が出るまでが９０日以内となる。 


